
輸入許可前引取り（BP）を行った後に税関官署が廃止された場合でも、引継先官署への輸入申告変更
（IBP）を行うことを可能とする。
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当初申告（ＢＰ）官署が廃止された場合には、システムで後続処理を

行うことができない。必ずマニュアル移行する必要がある。

当初申告（ＢＰ）官署が廃止された場合であっても、引継先官署に対

して輸入申告変更（ＩＢＰ）を行うことが可能となる。
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廃止税関官署で輸入許可前引取りをした貨物の輸入許可可能化


